
【参考資料２】（仮称）事前協議制度フロー図 
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※ 宇都宮市景観条例の一部改正による（仮称）事前協議制度の流れになります。 

※ 太枠内を新たに（仮称）事前協議制度として制度化致します。 

窓口相談 

事前協議の申出 

対象規模など確認 

申出の受理 

市と協議 専門部会意見聴取 

ＹＥＳ ＮＯ 大規模建築物等 

市の意見書作成 意見書の受理 

結果通知の発送 

結果の公表（ホームページ） 

景観法に基づく届出 

適合通知書の受理 

結果の反映 

届出の受理 

適合通知書の発送 

行為（工事）の着手 

回答書の作成 協議終了の判断 

＊行為着手の 90 日前（60 日前）まで 

＊行為着手の 30 日前まで 
審査 


